
住
所
を
町
外
に
移
し
て
い
る
学
生
の

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

　

八
雲
町
国
民
健
康
保
険
に
は
、

町
内
に
住
所
が
な
け
れ
ば
、
原

則
、加
入
す
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
大
学
や
短
大
、
専
門

学
校
等
へ
進
学
す
る
た
め
に
町
外

に
転
出
す
る
場
合
に
は
、
特
例
と

し
て
学
生
用
の
被
保
険
者
証（
マ

ル
学
保
険
証
）を
交
付
し
て
い
ま

す
。

【
新
し
く
特
例
を
受
け
る
方
】

　

特
例
を
受
け
る
に
は
在
学
証
明

書
と
転
出
先
の
住
民
票
が
必
要
で

す
。
必
要
書
類
を
取
り
寄
せ
、
今

ま
で
使
用
し
て
い
た
保
険
証
と
と

も
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

【
既
に
特
例
を
受
け
て
い
る
方
】

　

継
続
し
て
特
例
を
受
け
る
に

は
、
毎
年
更
新
の
為
に
在
学
証
明

書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
下
さ

い
。

【
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
、
や
め

　
ら
れ
た
方
】

　

特
例
を
受
け
て
い
る
方
で
、
学

校
を
卒
業
さ
れ
た
方
、
や
め
ら
れ

た
方
は
、
八
雲
町
国
民
健
康
保
険

の
資
格
を
喪
失
す
る
手
続
き
が
必

要
で
す
。
喪
失
の
手
続
き
が
さ
れ

な
い
と
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課

税
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
手
続
き
し
て
下
さ
い
。

手
続
き
の
際
に
は
、
保
険
証
を
返

還
し
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
下
さ

い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
在
学
証
明
書

・
転
出
先
の
住
民
票

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
世
帯

主
、
特
例
を
受
け
る
方
の
お
二

人
分
）

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
の
写
真

付
き
の
身
分
証
明
書
は
1
枚
、

健
康
保
険
証
等
の
写
真
が
付
い

て
な
い
身
分
証
明
書
は
2
枚
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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【
対
象
と
な
る
方
】

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
る
離
職
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
い
止
め
等
に
よ
る
離
職
）と

し
て
失
業
等
給
付
を
受
け
る
方

【
軽
減
額
】

　

国
民
健
康
保
険
税
は
前
年
の
所

得
等
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
軽

減
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
そ
の

30
／
100
と
み
な
し
て
行
い
ま
す
。

【
軽
減
期
間
】

 

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
国
民
健
康
保
険
証

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

※
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
の
で
、
必
ず
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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倒
産
等
に
よ
り
離
職
し
た

方
は
国
民
健
康
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す

「
無
料
人
権
相
談
」を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

就
学
援
助
制
度
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ

　

児
童
・
生
徒
の
い
じ
め
、
家
庭

内
の
い
ざ
こ
ざ
、
相
隣
関
係
等
、

身
近
な
心
配
ご
と
に
つ
い
て
、
ご

相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
日
時
】

　

6
月
1
日（
木
）　午後

1
時
〜
3
時

【
場
所
】

・
八
雲
地
域　

　

八
雲
町
公
民
館　

第
2
会
議
室

・
熊
石
地
域　

　

熊
石
総
合
支
所　

町
民
相
談
室

【
八
雲
町
の
人
権
擁
護
委
員
】

《
八
雲
地
域
》

・
石
川　

和
子　
　
　
　

元　

町

・
山
中　

義
廣　
　
　
　

三
杉
町

・
佐
々
木
一
也　
　
　
　

末
広
町

・
林　
　

英
也　
　
　
　

落　

部

《
熊
石
地
域
》

・
佐
藤　

玲
子　
　

熊
石
相
沼
町

・
荒
谷　

佳
弘　
　

熊
石
西
浜
町

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
総
務
課
総
務
係　
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教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
の
小

中
学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
が

い
る
世
帯
の
う
ち
、
経
済
的
な
理

由
に
よ
り
就
学
に
支
障
を
き
た
す

よ
う
な
状
況
の
保
護
者
を
対
象

に
、
学
用
品
費
な
ど
就
学
に
要
す

る
費
用
の
援
助
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

【
申
請
方
法
】

　

5
月
中
に
学
校
か
ら
申
請
書
が

配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、
申
請
を
さ

れ
る
方
は
必
要
書
類
を
添
え
て
、

学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、

学
校
か
ら
配
布
さ
れ
る
案
内
文
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課総

務
係

　
☎
0
1
3
7
│
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│
3
1
3
1
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